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ー
ジ

教
育
委
員
会

〇
学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一

〇
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

二

〇
校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

四

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則 

四

〇
県
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

五

〇
市
町
村
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

六

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則 

七

〇
指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

七

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則 
七

〇
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 
九

〇
自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則 

九

〇
自
然
の
家
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

九

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

一
一

〇
事
務
職
員
等
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

一
一

〇
平
成
十
七
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
一
号
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

　

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
第
四

　

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
）
の
一
部
改
正 

一
一

教
育
委
員
会

　

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

学
校
教
育
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
六
号
中
「
市
町
村
」
の
下
に
「（
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学

法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人

を
い
う
。）
を
含
む
。
次
号
並
び
に
別
記
第
六
号
様
式
、
別
記
第
十
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
七
号
様
式
ま
で
及
び

別
記
第
二
十
八
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
十
七
号
様
式
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

　

別
記
第
六
号
様
式
備
考
中
「住

所
の
存
す
る
市
町
村
の

」
を
「住

所
地
の
市
町
村

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
八
条
の
二
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
七
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校　

塩
釜
校

塩
竈
市

　

第
三
十
九
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

 　

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
一
第
一
号
中
「
又
は
社
会
教
育
主
事
」
と
あ
る
の
は
「
、
社
会
教
育
主
事
又
は
司

発　　　　行
宮 城 県
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書
」
と
、
同
表
第
二
号
中
「
技
術
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
技
術
職
員
又
は
学
芸
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
中
「
事
務
職
員
」
の
下
に
「
、
指
導
主
事
又
は
社
会
教
育
主
事
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
の
表
中

「

宮
城
県
宮
城
野
原

公
園
総
合
運
動
場

（
宮
城
球
場
及
び

駐
車
場
以
外
の
施

設
）

仙
台
市

宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ

振
興
財
団
・
ミ
ズ

ノ
グ
ル
ー
プ

同

」
を

「

宮
城
県
宮
城
野
原

公
園
総
合
運
動
場

（
宮
城
球
場
及
び

駐
車
場
以
外
の
施

設
）

仙
台
市

公
益
財
団
法
人
仙

台
市
ス
ポ
ー
ツ
振

興
事
業
団

同

」
に
、

「

宮
城
県
仙
南
総
合

プ
ー
ル

柴
田
郡
柴
田

町

陽
光
セ
ン
ト
ラ
ル

共
同
企
業
体

同

」
を

「

宮
城
県
仙
南
総
合

プ
ー
ル

柴
田
郡
柴
田

町

セ
ン
ト
ラ
ル
ス
ポ

ー
ツ
株
式
会
社

同

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

　
　
　

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
二
条
の
二
中
「
地
方
公
共
団
体
」
の
下
に
「（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

　

第
八
条
中
「
免
許
状
を
上
進
す
る
場
合
、」
を
削
り
、「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
在
職
年
数
を
有
す
る
者
」

の
下
に
「
又
は
免
許
法
別
表
第
八
に
定
め
る
最
低
在
職
年
数
に
加
え
て
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類
に
応

じ
た
在
職
年
数
を
有
す
る
者
」
を
加
え
る
。

　

第
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第 

十
四
条
の
三　

免
許
法
別
表
第
八
に
よ
り
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
次
の

表
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

一　

小
学
校
教
諭
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
幼
稚
園
教
諭
二
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合

在
職
年
数

最
低
修
得
単
位
数
に
含
め
る
科
目
別
最
低
単
位
数

最
低
修
得

単
位
数

教
職
に
関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目

保
育
内
容
の
指
導
法

 

一

 

三

 

三

　

二　

幼
稚
園
教
諭
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
小
学
校
教
諭
二
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合

在
職
年
数

最
低
修
得
単
位
数
に
含
め
る
科
目
別
最
低
単
位
数

最
低
修
得

単
位
数

教
職
に
関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
、
教
育
相
談
及

び
進
路
指
導
等
に
関
す
る

科
目

各
教
科
の
指
導
法

道
徳
の
指
導
法

 

一

 

七

 

一

 

二

 

十

 

二

 

五

 

一

 

一

 

七

　

三　

中
学
校
教
諭
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
小
学
校
教
諭
二
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合

在
職
年
数

最
低
修
得
単
位
数
に
含
め
る
科
目
別
最
低
単
位
数

最
低
修
得

単
位
数

教
職
に
関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
、
教
育
相
談
及
び
進
路
指
導

等
に
関
す
る
科
目

各
教
科
の
指
導
法
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一

 

七

 

二

 

九

 

二

 

五

 

一

 

六

　

四　

小
学
校
教
諭
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
中
学
校
教
諭
二
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合

在
職
年
数

最
低
修
得
単
位
数
に
含
め
る
科
目
別
最
低
単
位
数

最
低
修
得

単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

教
職
に
関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導
法
に

関
す
る
科
目

生
徒
指
導
、
教
育
相
談
及

び
進
路
指
導
等
に
関
す
る

科
目

各
教
科
の
指
導
法

 

一

 

七

 

二

 

二

 

十
一

 

二

 

五

 
一

 

二

 

八

 

三

 

五

 

一

 

一

 

七

　

五　

高
等
学
校
教
諭
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
中
学
校
教
諭
二
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合

在
職
年
数

最
低
修
得
単
位
数
に
含
め
る
科
目
別
最
低
単
位
数

最
低
修
得

単
位
数

教
職
に
関
す
る
科
目

教
科
又
は
教
職
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
、
教
育

相
談
及
び
進
路
指

導
等
に
関
す
る
科

目

各
教
科
の
指
導
法

道
徳
の
指
導
法

 

一

 

一

 

一

 

一

 

三

 

六

 

二

 

一

 

一

 

一

 

二

 

五

　

六 　

中
学
校
教
諭
普
通
免
許
状
（
二
種
免
許
状
を
除
く
。）
を
有
す
る
者
が
高
等
学
校
教
諭
一
種
免
許
状
を
取
得
す

る
場
合

在
職
年
数

最
低
修
得
単
位
数
に
含
め
る
科
目
別
最
低
単
位
数

最
低
修
得

単
位
数

教
職
に
関
す
る
科
目

教
科
又
は
教
職
に
関
す
る

科
目

教
育
課
程
及
び
指
導
法

に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
、
教
育
相
談
及

び
進
路
指
導
等
に
関
す
る 

科
目

各
教
科
の
指
導
法

 

一

 

一

 

二

 

六

 

九

 

二

 

一

 

一

 

四

 

六

　

第
三
十
二
条
中
「
、
再
交
付
又
は
」
を
「
若
し
く
は
再
交
付
の
申
請
を
す
る
者
、」
に
改
め
、「
検
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
」
の
下
に
「
又
は
授
与
に
つ
い
て
の
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者
」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

　
　
　

校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「宮

城
県

・仙
台
市
公
立
学
校
教
員
採
用
願
書

」
を
「宮

城
県
公
立
学
校
教
員
採
用
願
書

」
に
改
め

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
仙
台
市
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
を
除
く
。」
を
削
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
続
柄
」
を
「
続
柄
等
（
当
該
子
が
法
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る

者
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
。
以
下
同
じ
。）」
に
、「
第
三
条
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第
八
号
」
に
、

「
第
二
条
の
二
第
三
号
」
を
「
第
二
条
の
三
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
三
条
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第

八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
条
第
四
号
」
を
「
第
三
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
第
十
一
条
第
五
号
」
を
「
第
十
一
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
20号

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
証
第
　
　
　
　
号
　

【
交
付
手
数
料
】

宮
城
県
収
入
証
紙
貼
付
欄

証
明
書
の
枚
数
×
400円

教
育
職
員
免
許
状
授
与
（
交
付
）
証
明
書
交
付
願
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
殿

本
籍
地

都
・
道
・
府
・
県
　

旧
本
籍
地

都
・
道
・
府
・
県
　

フ
リ
ガ
ナ

フ
リ
ガ
ナ

氏
　
　
名

印
　

旧
　
　
姓

生
年
月
日

年
　
　
　
月
　
　
　
日
　

性
　
　
別

男
　
・
　
女

現
住
所

連
絡
先

電
話
番
号

　
　
次
の
理
由
に
よ
り
下
記
教
育
職
員
免
許
状
授
与
（
交
付
）
証
明
書
の
交
付
を
出
願
し
ま
す
。

　
理
　
由

記

免
許
状
の
種
類

教
科
又

は
領
域

免
許
状
番
号

授
与
（
交
付
）
年
月
日

枚
数

　
　
　
年
　
 月
 　
日
　

枚

　
　
　
年
　
 月
　
 日
　

枚

　
　
　
年
　
 月
　
 日
　

枚

　
　
　
年
　
 月
　
 日
　

枚

　
　
　
年
　
 月
　
 日
　

枚

合
　
　
計

枚
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様
式
第
一
号
中
「

続
柄

」
を
「

続
柄
等

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
「続

柄

」
を
「続

柄
等

」

に
、「第

２
条
の
２
第
３
号

」
を
「第

２
条
の
３
第
３
号

」
に
、「第

２
条
の
２
第
２
号

」
を
「第

２
条
の
３
第
２
号

」

に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
の
二
中
「第

３
条
第
４
号

（第
11条
第
５
号

）」
を
「第

３
条
第
５
号

（第
11条
第
６
号

）」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
中
「続

柄

」
を
「続

柄
等

」
に
改
め
る
。　　
　
　
　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

県
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

　
　
　

県
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
る
。

　

第
一
条
中
「
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十

四
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
」
を
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
」
に
、「
勤
務
成
績
の
評
定
（
以

下
「
職
員
評
価
」
と
い
う
。）」
を
「
人
事
評
価
」
に
、「
を
自
ら
評
価
し
、
及
び
」
を
「
及
び
職
務
遂
行
に
お
け
る
資

質
及
び
能
力
に
つ
い
て
自
ら
申
告
し
、
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
、
同
条
柱
書
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に

改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）」
を
「
法
」

に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
、
同
条
中
「
職
員
評
価
を
実
施
す
る
基
準
日
」
を
「
人

事
評
価
を
実
施
す
る
最
終
評
価
の
基
準
日
」
に
、「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
、
同
条
の
表
中

「

校
長
以
外
の
職
員

職
員
の
所
属
す
る
学
校
の

校
長

教
育
長

」

を「

副
校
長
、
教
頭
及
び

事
務
部
（
室
）
長

職
員
の
所
属
す
る
学
校
の

校
長

教
育
長

」

校
長
、
副
校
長
、
教

頭
及
び
事
務
部（
室
）

長
以
外
の
職
員

職
員
の
所
属
す
る
学
校
の

副
校
長
、
教
頭
及
び
事
務

部
（
室
）
長

職
員
の
所
属
す
る
学
校
の

校
長

教
育
長

に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

 　

人
事
評
価
は
、
職
員
が
自
ら
職
務
上
の
目
標
（
以
下
「
自
己
目
標
」
と
い
う
。）
を
設
定
の
上
、
そ
の
達
成
状
況

等
を
自
己
申
告
し
、
評
価
者
が
そ
の
評
価
を
行
う
目
標
達
成
度
評
価
及
び
職
員
が
職
務
遂
行
上
で
発
揮
し
た
資
質
や

能
力
に
つ
い
て
自
己
申
告
し
、
評
価
者
が
そ
の
評
価
を
行
う
資
質
能
力
育
成
評
価
と
す
る
。

　

第
七
条
第
四
項
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一

項
の
自
己
評
価
」
を
「
第
二
項
の
自
己
申
告
」
に
、「
評
価
票
」
を
「
評
価
シ
ー
ト
」
に
、「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評

価
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
設
定
及
び
自
己
評
価
」
を
「
設
定
及
び
自
己
申
告
」
に
、

「
自
己
評
価
を
行
う
」
を
「
最
終
評
価
に
際
し
て
の
自
己
申
告
を
行
う
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２ 　

職
員
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
評
価
シ
ー
ト
（
以
下
「
評
価
シ
ー
ト
」
と
い
う
。）
に
よ
り
、
自
己
目
標
の
設

定
及
び
そ
の
達
成
状
況
等
を
自
己
申
告
す
る
と
と
も
に
、
職
務
遂
行
上
で
発
揮
し
た
資
質
や
能
力
を
自
己
申
告
す
る

も
の
と
す
る
。

　

第
八
条
の
見
出
し
を
「（
評
価
結
果
の
報
告
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

 　

た
だ
し
、
人
事
評
価
（
条
件
付
採
用
評
価
を
除
く
。）
の
結
果
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

様
式
第
三
号
中「

□
　
育
児
休
業
等
に
係
る
子
と
離
縁
し
た
（
養
子
縁
組
の
取
消
し
を
含
む
）

□
　
育
児
休
業
等
に
係
る
子
と
の
親
族
関
係
が
特
別
養
子
縁
組
に
よ
り
終
了
し
た
」

を

「
□
　
育
児
休
業
等
に
係
る
子
と
離
縁
し
た

□
　
育
児
休
業
等
に
係
る
子
と
の
養
子
縁
組
が
取
り
消
さ
れ
た

□
　
育
児
休
業
等
に
係
る
子
と
の
親
族
関
係
が
特
別
養
子
縁
組
に
よ
り
終
了
し
た

□
 　
育
児
休
業
等
に
係
る
子
に
つ
い
て
の
民
法
第
817条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係

る
家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た

□
 　
育
児
休
業
等
に
係
る
子
と
の
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法
第
27条
第
１
項
第

３
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
た

」

に
改
め
る。
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該
評
価
に
係
る
職
員
に
対
し
て
開
示
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
九
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
十
条
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
た
だ
し
書
」
に
、「
提
供
」
を
「
開
示
」
に
、「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」

に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

市
町
村
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

　
　
　

市
町
村
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

市
町
村
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
る
。

　

第
一
条
中
「
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十

四
号
）
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
」
を
「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
」
に
、「
勤
務
成
績
の
評
定
（
以
下
「
職

員
評
価
」
と
い
う
。）」
を
「
人
事
評
価
」
に
、「
を
自
ら
評
価
し
、
及
び
」
を
「
及
び
職
務
遂
行
に
お
け
る
資
質
や
能

力
に
つ
い
て
自
ら
申
告
し
、
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
、
同
条
中
「
職
員
評
価
を
実
施
す
る
基
準
日
」
を
「
人

事
評
価
を
実
施
す
る
最
終
評
価
の
基
準
日
」
に
、「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
、
同
条
の
表
中

「

校
長
以
外
の
職
員

職
員
の
所
属
す
る
学
校
の

校
長

市
町
村
教
育
長

」

を「

副
校
長
及
び
教
頭

職
員
の
所
属
す
る
学
校
の

市
町
村
教
育
長

校
長

校
長
、
副
校
長
及
び

教
頭
以
外
の
職
員

職
員
の
所
属
す
る
学
校
の

副
校
長
及
び
教
頭

職
員
の
所
属
す
る
学
校
の

校
長

市
町
村
教
育
長

」

に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

 　

人
事
評
価
は
、
職
員
が
自
ら
職
務
上
の
目
標
（
以
下
「
自
己
目
標
」
と
い
う
。）
を
設
定
の
上
、
そ
の
達
成
状
況

等
を
自
己
申
告
し
、
評
価
者
が
そ
の
評
価
を
行
う
目
標
達
成
度
評
価
及
び
職
員
が
職
務
遂
行
上
で
発
揮
し
た
資
質
や

能
力
に
つ
い
て
自
己
申
告
し
、
評
価
者
が
そ
の
評
価
を
行
う
資
質
能
力
育
成
評
価
と
す
る
。

　

第
七
条
第
四
項
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一

項
の
自
己
評
価
」
を
「
第
二
項
の
自
己
申
告
」
に
、「
評
価
票
」
を
「
評
価
シ
ー
ト
」
に
、「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評

価
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
設
定
及
び
自
己
評
価
」
を
「
設
定
及
び
自
己
申
告
」
に
、

「
自
己
評
価
を
行
う
」
を
「
最
終
評
価
に
際
し
て
の
自
己
申
告
を
行
う
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

 　

た
だ
し
、
副
校
長
を
置
く
学
校
の
校
長
に
あ
っ
て
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
副
校
長
に
当
該
職

員
と
の
面
談
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
校
長
は
必
要
に
応
じ
、
再
度
の
面
談
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２ 　

職
員
は
、
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
評
価
シ
ー
ト
（
以
下
「
評
価
シ
ー
ト
」
と
い
う
。）
に
よ
り
、
自
己
目
標
の

設
定
及
び
そ
の
達
成
状
況
等
を
自
己
申
告
す
る
と
と
も
に
、
職
務
遂
行
上
で
発
揮
し
た
資
質
や
能
力
を
自
己
申
告
す

る
も
の
と
す
る
。

　

第
八
条
の
見
出
し
を
「（
評
価
結
果
の
報
告
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

 　

た
だ
し
、
人
事
評
価
（
条
件
付
採
用
評
価
を
除
く
。）
の
結
果
は
、
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、　

当
該
評
価
に
係
る
職
員
に
対
し
て
開
示
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
九
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
十
条
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
た
だ
し
書
」
に
、「
提
供
」
を
「
開
示
」
に
、「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」

に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
を
削
る
。

　

第
十
二
条
中
「
職
員
評
価
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規

則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
仙
台
市
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
を
除
く
。」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

　
　
　

指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
宮
城
県
教
育
委
員
会

規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
仙
台
市
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
を
除
く
。」
を
削
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第 1号（第３条，第４条関係）

配偶者同行休業承認申請書

申請年月日　　　　　　　年　　月　　日

　　宮城県教育委員会　殿
　　　　　　　　（所属長経由印）
　　　　　　　　　　　　　　申請者　所　属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（所属コード　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印（職員番号　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　配偶者同行休業の承認
　下記のとおり　　　　　　　　　　　　を申請します。
　　　　　　　　期 間 の 延 長

１　申 請 の 区 分
□　配偶者同行休業（２，３及び４に記入）
□　期間の延長（２，３及び５に記入）
□　再度の延長（２，３及び５に記入）

２　

申
請
に
係
る
配
偶
者

氏 名

職 業

申請時の所属先の名称
（所在地）

（ ）

外 国 滞 在 事 由
（ ）

外国滞在中の所属先の名称
（所在地） （ ）

外 国 滞 在 事 由 の
継 続 す る 期 間

　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

３　職 員 及 び 配 偶 者 の
　　外国滞在中の住所（居所）

４　申 請 期 間 　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

５　延 長 の 期 間 　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

既に配偶者同行休業
を し て い る 期 間

　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで
（うち期間の再度の延長の場合における当初の配偶者同行休業の期間）

　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

６　備　　　　　　　　　考

　（注）　①　この申請書には，配偶者の滞在事由及び期間が確認できる書類を添付すること。
　　　　　② 　期間の再度の延長を申請する場合には，「２　申請に係る配偶者」欄の「外国滞在事由」欄の最上欄の括弧内に，当該

延長が必要な事情を記入すること。
　　　　　③ 　「３　職員及び配偶者の外国滞在中の住所（居所）」欄は，申請時点で未定の場合には「未定」と記入し，申請期間の

初日の前日までに外国滞在中の住所（居所）を定め，届け出ること。
　　　　　④ 　「６　備考」欄には，以前に配偶者同行休業をしている場合における当該配偶者同行休業の内容（配偶者の外国滞在事

由，休業期間），配偶者同行休業の期間を延長する場合における当該配偶者同行休業の期間の延長を申請する理由その他
任命権者が承認の可否を判断するに当たって必要と思われる事項を記入する。

　　　　　⑤　該当する□にはレ印を記入すること。

　（県教委記入欄）

受理年月日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日 　□　承認　　　　　□　不承認

決裁年月日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日 　　職

　氏　名　　　　　　　　　　　印

決 裁 欄

　職員の配偶者同行休業に関する条例第６条の２の規定による人事委員会の認定　認定日　　年　　月　　日　□不認定　□不要
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

　
　
　

県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
又
は
卒
業
し
た
中
学
校
の
校
長
の
副
申
書
及
び
」
を
「
若
し
く
は
卒
業
し
た
中
学
校
（
義
務
教

育
学
校
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
又
は
そ
の
者
の
在
学
す
る
若
し
く
は
前
期
課
程
を
修
了
し
た
中
等
教
育
学
校
の
校
長

の
証
明
を
付
し
、」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
及
び
学
年
又
は
卒
業
し
た
中
学
校
」
を
「
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校

の
名
称
及
び
卒
業
見
込
み
若
し
く
は
前
期
課
程
の
修
了
見
込
み
の
年
月
又
は
卒
業
し
た
中
学
校
若
し
く
は
前
期
課
程
を

修
了
し
た
中
等
教
育
学
校
の
名
称
及
び
卒
業
若
し
く
は
前
期
課
程
の
修
了
の
年
月
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
に
通

学
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
へ
の
就
学
を
必
要
と
す
る
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

　
　
　

自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二

十
九
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

自
然
の
家
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

　
　
　

自
然
の
家
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

自
然
の
家
管
理
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
1
号
（
第
５
条
関
係
）

自
然
の
家
使
用
許
可
申
請
書

　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
　
　
　
　
　
自
然
の
家
所
長
　
殿申
請
者
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
下
記
の
と
お
り
使
用
し
た
い
の
で
許
可
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

記

行
事
名
称

連
絡
先

氏
名

使
用
の

目
的

電
話
番
号

FA
X
番
号

使
用
し
よ
う

と
す
る

人
員

使
用
し
よ
う

と
す
る

日
時

　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分
か
ら

　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分
ま
で

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

中
学
生
及

び
こ
れ
に
準

ず
る
者
以
下

高
校
生
及

び
こ
れ
に
準

ず
る
者

学
習
活
動

等
の

引
率
者

一
般

（
大
学
生
を

含
む
。
）

計
※
使
用
料

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

宿
泊

室
円

テ
ン

ト
円

山
小

屋
円

研修室等

研
修

室
円

プ
レ
イ
ル
ー
ム

円
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
室

円
音

楽
室

円
会

議
室

円
コ

テ
ー

ジ
円

体
育

館
円

野
外
炊
飯
施
設

円
運

動
場

円
そ

の
他

円
備
考

　
（
注
）
※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

⎧｜⎩
⎫｜⎭

様
式
第
2
号
（
第
５
条
関
係
）

自
然
の
家
使
用
許
可
書

第
　
　
　
　
　
号
　
　

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

宮
城
県
　
　
　
　
　
自
然
の
家
　
所
長
　
　

　
 　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
自
然
の
家
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
許
可
し
ま

す
。

記

行
事
名
称

連
絡
先

氏
名

使
用
の

目
的

電
話
番
号

FA
X
番
号

使
用
し
よ
う

と
す
る

人
員

使
用
し
よ
う

と
す
る

日
時

　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分
か
ら

　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分
ま
で

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

中
学
生
及

び
こ
れ
に
準

ず
る
者
以
下

高
校
生
及

び
こ
れ
に
準

ず
る
者

学
習
活
動

等
の

引
率
者

一
般

（
大
学
生
を

含
む
。
）

計

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

宿
泊

室
テ

ン
ト

山
小

屋

研修室等

研
修

室
プ

レ
イ

ル
ー

ム
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
室

音
楽

室
会

議
室

コ
テ

ー
ジ

体
育

館
野

外
炊

飯
施

設
運

動
場

そ
の

他
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
二
号
の
表
第
九
号
２
中
「
指
定
統
計
」
を
「
基
幹
統
計
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
第
二
十
三
の
項
中
「
二
千
万
円
」
を
「
四
千
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

　

事
務
職
員
等
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

　
　
　

事
務
職
員
等
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
職
員
等
研
修
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
四
種
」
を
「
五
種
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一 　

職
場
内
研
修　

職
員
の
日
常
業
務
を
通
じ
て
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
並

び
に
一
般
教
養
の
向
上
を
図
る
た
め
に
所
属
長
が
行
う
研
修　

　

別
表
第
一
の
項
１
中
「
・
実
務
」
を
削
り
、
同
項
中
７
及
び
８
を
削
り
、
６
を
７
と
し
、
同
項
５
中
「
事
務
次
長
」

を
「
新
任
事
務
次
長
」
に
改
め
、
同
項
中
５
を
６
と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５　

新
任
事
務
室
長
研
修

県
立
学
校
の
事
務
室
長
に
発
令
さ
れ
た
者

　

別
表
第
三
の
項
１
中
「
又
は
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
、
同
項
中
２
を
削
り
、
３
を

２
と
し
、
４
を
３
と
し
、
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４　

労
務
職
員
研
修

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関

す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
九
号

　

平
成
十
七
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
一
号
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

　

「
宮
城
県
・
仙
台
市
公
立
学
校
教
員
採
用
願
書
」
を
「
宮
城
県
公
立
学
校
教
員
採
用
願
書
」
に
改
め
る
。


